
7　　ぎょうだ議会だより

○
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の
早

期
救
済
と
補
償
基
金
制
度
の
創
設

を
求
め
る
意
見
書

	

（
原
案
可
決
）

　

２
０
０
５
年
に
尼
崎
市
の（
株
）

ク
ボ
タ
神
崎
工
場
に
お
け
る
ア
ス

ベ
ス
ト
被
害
の
公
表
以
降
、
ア
ス

ベ
ス
ト
問
題
は
深
刻
な
社
会
問
題

と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

ア
ス
ベ
ス
ト
は
建
設
資
材
と
し

て
の
使
用
が
輸
入
量
の
７
割
を
占

め
て
お
り
、
建
設
従
事
者
は
ア
ス

ベ
ス
ト
の
最
大
の
被
害
者
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
全
国
各
地

で
建
設
業
従
事
者
と
遺
族
を
原
告

と
し
た
国
と
ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
製

造
企
業
に
対
す
る
裁
判
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

２
０
１
７
年
末
ま
で
の
建
設
ア

ス
ベ
ス
ト
訴
訟
で
は
、
国
に
対
し

て
７
度
に
渡
り
有
罪
判
決
が
下
さ

れ
、
企
業
に
つ
い
て
も
一
昨
年
・

昨
年
で
３
度
に
渡
り
法
的
責
任
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
司
法
判
断
の
も
と
、

建
材
製
造
企
業
８
社
で
は
、
補
償

基
金
制
度
創
設
に
つ
い
て
「
国
か

ら
の
要
請
が
あ
れ
ば
検
討
す
る
用

意
が
あ
る
」
と
態
度
表
明
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
他
産
業
で
は
、
従
業
員
ら

に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
訴
訟
に

対
し
、
判
決
を
待
た
ず
し
て
被
害

者
救
済
の
観
点
に
よ
り
和
解
を
行

っ
た
企
業
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
、
行

田
市
議
会
は
、
政
府
と
国
会
に
建

設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の
早
期
救

済
と
補
償
基
金
制
度
の
創
設
を
求

め
ま
す
。

（
提
出
先　

内
閣
総
理
大
臣
・
厚
生

労
働
大
臣
）

○
行
田
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

	

（
原
案
可
決
）

　

議
会
改
革
の
一
環
と
し
て
、
本

会
議
の
会
議
録
の
作
成
に
つ
い
て
、

平
成
27
年
度
か
ら
導
入
し
て
い
る

議
場
シ
ス
テ
ム
の
録
音
機
器
の
性

能
が
向
上
し
た
こ
と
か
ら
、
本
会

議
に
お
け
る
速
記
者
を
廃
止
す
る

こ
と
に
対
応
す
る
た
め
、
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

意見書

意
見
書
を

関
係
機
関
に
送
付

規　則
本
会
議
に
お
け
る
速
記
者

の
廃
止
に
伴
う
改
正

議

員

提

出

議

案


